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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を有する表示部と、
　前記表示画面の前面に重ねて配置され、前記表示画面へのタッチ操作およびタッチ操作
された位置を表す情報を出力するタッチスイッチと、を備え、
　現在地を表す現在地カーソルが前記表示画面中の予め定められた位置となるように前記
表示画面に地図を表示する現在地画面モードと前記地図上の特定地点が前記表示画面中の
予め定められた位置となるように前記表示画面に地図を表示するスクロールモードのいず
れかのモードで地図表示を行う地図表示装置であって、
　前記タッチスイッチから入力される情報に基づいて前記現在地カーソルの表示位置がタ
ッチ操作されたか否かを判定するタッチ操作判定手段と、
　前記スクロールモードにて前記タッチ操作判定手段により前記現在地カーソルの表示位
置がタッチ操作されたことが判定された場合、前記現在地画面モードに遷移させるモード
遷移手段と、を備えたことを特徴とする地図表示装置。
【請求項２】
　前記モード遷移手段は、前記スクロールモードにて前記タッチ操作判定手段により前記
現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたことが判定された場合、前記現在地画面モ
ードへの遷移を許可するか否かをユーザに提示する提示手段と、
　前記提示手段による提示に応じて前記現在地画面モードへの遷移が許可されたか否かを
判定する遷移許可判定手段と、を備え、
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　前記遷移許可判定手段により前記現在地画面モードへの遷移が許可されたと判定された
場合、前記現在地画面モードに遷移させることを特徴とする請求項１に記載の地図表示装
置。
【請求項３】
　前記表示画面中の予め定められた位置は、前記表示画面の中央よりも少し下の位置であ
ることを特徴とする請求項１または２に記載の地図表示装置。
【請求項４】
　前記モード遷移手段は、前記スクロールモードにて前記表示画面の周囲に設けられた現
在地スイッチの押下操作された場合、または、前記スクロールモードにて前記表示画面に
表示された現在地スイッチのタッチ操作された場合でも、前記現在地画面モードに遷移さ
せることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の地図表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図上に現在地を表す現在地カーソルを表示する地図表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ナビゲーション装置等の地図表示装置は、現在地カーソルが表示画面の中央とな
るように地図を表示する現在地画面モードと地図上の特定地点が表示画面の中央となるよ
うに地図を表示するスクロールモードを有しており、いずれかのモードで地図表示を行う
ようになっている。
【０００３】
　また、ナビゲーション装置には、表示された現在地マークの位置ずれを修正する処理を
実施するための表示画像を表示画面の端部に表示させたり、移動した地図を元の地図に戻
す処理を実施するための表示画像を表示画面の端部に表示させたりして、操作者によるこ
れらの表示画像へのタッチ操作に応じて各処理を実施するものがある（例えば、特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開平１０－５４７２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した現在地画面モードとスクロールモードを有する地図表示装置では、モードの切
り替えは、表示画面の周囲に設けられたスイッチの押下操作、表示画面へのタッチ操作、
リモコンに設けられたスイッチの押下操作等によって実施される。
【０００５】
　例えば、スクロールモードから現在地画面モードへの切り替えは、表示画面の周囲に設
けられた「現在地スイッチ」の押下操作、表示画面に表示された「現在地スイッチ」への
タッチ操作、リモコンに設けられた「現在地スイッチ」の押下操作等によって実施するこ
とができるようになっている。
【０００６】
　しかし、これらの各操作は不慣れなユーザには分かりにくく、操作性が良くないといっ
た問題がある。
【０００７】
　また、特許文献１に記載された装置についても、現在地画面モードへの切り替え操作は
分かりにくく、操作性が良くないといった問題がある。
【０００８】
　本発明は上記問題に鑑みたもので、現在地画面モードへの切り替え操作の操作性の向上
を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本発明の第１の特徴は、表示画面を有する表示部と、表示画面の前面に重ねて配置され
、表示画面へのタッチ操作およびタッチ操作された位置を表す情報を出力するタッチスイ
ッチと、を備え、現在地を表す現在地カーソルが表示画面中の予め定められた位置となる
ように表示画面に地図を表示する現在地画面モードと地図上の特定地点が表示画面中の予
め定められた位置となるように表示画面に地図を表示するスクロールモードのいずれかの
モードで地図表示を行う地図表示装置であって、タッチスイッチから入力される情報に基
づいて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたか否かを判定するタッチ操作判定手
段と、スクロールモードにてタッチ操作判定手段により現在地カーソルの表示位置がタッ
チ操作されたことが判定された場合、現在地画面モードに遷移させるモード遷移手段と、
を備えたことである。
【００１０】
　このような構成では、スクロールモードにて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作さ
れたことが判定された場合、現在地画面モードに遷移する。すなわち、従来の操作に加え
て、現在地カーソルの表示位置をタッチ操作することにより、スクロールモードから現在
地画面モードへの切り替えが可能となり、現在地画面モードへの切り替え操作の操作性の
向上を図ることができる。
【００１１】
　また、本発明の第２の特徴は、モード遷移手段は、スクロールモードにてタッチ操作判
定手段により現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたことが判定された場合、現在
地画面モードへの遷移を許可するか否かをユーザに提示する提示手段と、提示手段による
提示に応じて現在地画面モードへの遷移が許可されたか否かを判定する遷移許可判定手段
と、を備え、遷移許可判定手段により現在地画面モードへの遷移が許可されたと判定され
た場合、現在地画面モードに遷移させることである。
【００１２】
　このような構成では、スクロールモードにて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作さ
れたことが判定された場合、現在地画面モードへの遷移を許可するか否かをユーザに提示
し、この提示に応じて現在地画面モードへの遷移が許可されたことを判定した場合に現在
地画面モードに遷移させるので、ユーザの意に反して現在地画面モードに遷移することを
防止することができる。
【００１３】
　また、本発明の第３の特徴は、表示画面中の予め定められた位置は、表示画面の中央よ
りも少し下の位置となっていることである。
【００１４】
　このように、表示画面中の予め定められた位置は、表示画面の中央よりも少し下の位置
とすることができる。
【００１５】
　また、本発明の第４の特徴は、モード遷移手段は、スクロールモードにて表示画面の周
囲に設けられた現在地スイッチの押下操作された場合、または、スクロールモードにて表
示画面に表示された現在地スイッチのタッチ操作された場合でも、現在地画面モードに遷
移させることである。
【００１６】
　このように、スクロールモードにて表示画面の周囲に設けられた現在地スイッチの押下
操作された場合、または、スクロールモードにて表示画面に表示された現在地スイッチの
タッチ操作された場合でも、現在地画面モードに遷移させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係る地図表示装置の構成を図１に示す。本地図表示装置は、ナ
ビゲーション装置１として構成されている。本ナビゲーション装置１は、位置検出部１０
、表示部１１、スイッチ情報入力部１２、地図データ格納部１３、音声出力部１４、メモ
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リ部１５および制御部１６を備えている。
【００１９】
　位置検出部１０は、地磁気センサ、ジャイロスコープ、車速センサおよびＧＰＳ受信機
等（いずれも図示せず）を有しており、これらセンサから入力される現在位置を特定する
ための情報を制御部１６へ出力する。
【００２０】
　表示部１１は、液晶等の表示画面を有し、制御部１６から入力される映像信号に応じた
映像を表示画面に表示させる。
【００２１】
　スイッチ情報入力部１２は、表示部１１の表示画面の周囲に設けられた各種スイッチ、
表示画面の前面に重ねて配置されたタッチスイッチ、遠隔操作を行うためのリモコンに設
けられた各種スイッチからなり、ユーザのスイッチ操作に応じた信号を制御部１６へ出力
する。
【００２２】
　図２に示すように、表示部１１の表示画面の周囲に設けられたスイッチには、現在地を
表す現在地カーソルが表示画面の中心となるように地図を表示させるための現在地スイッ
チＳ１、メニュー画面を表示させるためのメニュースイッチＳ２、目的地設定画面を表示
させるための目的地設定スイッチＳ３、オーディオ画面を表示させるためのオーディオス
イッチＳ４、音量を調整するための音量設定スイッチＳ５等がある。
【００２３】
　表示部１１の表示画面の前面に配置されたタッチスイッチは、表示画面へのタッチ操作
およびタッチ操作された位置を表す情報を制御部１６へ出力する。
【００２４】
　図３に示すように、リモコン１２ａには、上下左右の方向キーを有し、これらの上下左
右の方向キーへの操作に応じた信号を出力する上下左右スイッチＤ、決定スイッチＥ等と
ともに、表示部１１の表示画面の周囲に設けられたスイッチと同様の現在地スイッチ、メ
ニュースイッチ、目的地設定スイッチ、オーディオスイッチ、音量設定スイッチ等がある
。
【００２５】
　地図データ格納部１３は、リンク、ノード、リンクとノードの接続関係を示す情報等を
含む道路データ、各地の施設の名称、所在地、詳細情報等を含む施設データ、背景画像を
表示するための背景データ等を有する地図データを格納した記憶装置によって構成されて
いる。
【００２６】
　音声出力部１４は、制御部１６から入力される音声信号に応じた音声を車室内に配置さ
れたスピーカから出力させる。
【００２７】
　メモリ部１５は、メモリカード等の外部記憶媒体を挿入する挿入スロットを有し、この
挿入スロットへ挿入された外部記憶媒体との間でデータの読み出しおよび書き込みを行う
。
【００２８】
　制御部１６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータとして構成さ
れており、ＣＰＵはＲＯＭに記憶されたプログラムに従って各種処理を実施する。
【００２９】
　制御部１６の処理としては、位置検出部１０から入力される現在位置を特定するための
情報に基づいて現在地を算出する現在地算出処理、自車位置周辺の地図上に現在地を表す
現在地カーソルを重ねて表示部１１の表示画面に表示させる地図表示処理、道路上の地点
に自車位置を補正するマップマッチング処理、ユーザのスイッチ操作により入力された検
索条件に従って地図得データ格納部１３から目的地を検索する目的地検索処理、現在地か
ら目的地に至る最適な案内経路を探索する経路探索処理、案内経路に従って走行案内を行
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う経路案内処理等がある。
【００３０】
　また、制御部１６は、地図表示処理により表示画面に地図を表示させる場合、現在地を
表す現在地カーソルが表示画面中の予め定められた位置となるように表示画面に地図を表
示する現在地画面モードと地図上の特定地点が表示画面中の予め定められた位置となるよ
うに表示画面に地図を表示するスクロールモードのいずれかのモードで地図表示を行う。
【００３１】
　本実施形態において、図２に示したように、現在地画面モードでは「現在地カーソル」
Ｐが画面中央よりも少し下の位置に表示されるように地図が表示される。
【００３２】
　また、現在地画面モードからスクロールモードへのモードの切り替えは、表示画面上の
特定位置へのタッチ操作により可能となる。すなわち、現在地画面モードで地図上の特定
地点がタッチ操作されると、スクロールモードに切り替わり、タッチ操作された位置が表
示画面中の予め定められた位置となるように地図が表示されるようになる。
【００３３】
　例えば、図２の表示画面の特定地点Ｘがタッチ操作されると、図３に示すように、タッ
チ操作された特定地点Ｘが画面中央よりも少し下の位置に表示されるように地図が表示さ
れる。
【００３４】
　また、スクロールモードから現在地画面モードへのモードの切り替えは、図３に示す、
表示画面の周囲に設けられた「現在地スイッチ」Ｓ１の押下操作、表示画面に表示された
「現在地スイッチ」Ｂへのタッチ操作、リモコン１２ａに設けられた「現在地スイッチ」
Ｃの押下操作により可能となっている。すなわち、スクロールモードでこれらの操作が行
われると、現在地画面モードに切り替わり、現在地カーソルが表示画面の中央よりも少し
下の位置に表示されるように地図が表示されるようになる。
【００３５】
　次に、図４に従って、この現在地カーソルの表示位置へのタッチ操作によるモード切替
の処理について説明する。制御部１６は、上記した現在地算出処理、地図表示処理等と並
行して、図４に示す処理を周期的に実施する。
【００３６】
　まず、スクロールモードにて地図を表示中か否かを判定する（Ｓ１００）。具体的には
、スクロールモードにて地図表示処理が実施されているか否かを判定する。
【００３７】
　ここで、スクロールモードにて地図表示処理が実施されていない場合、Ｓ１００の判定
はＮＯとなり、本処理を終了する。また、スクロールモードにて地図表示処理が実施され
ている場合、Ｓ１００の判定はＹＥＳとなり、次に、ユーザが現在地カーソルを押したか
否かを判定する（Ｓ１０２）。具体的には、タッチパネルから入力される信号に基づいて
現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたか否かを判定する。
【００３８】
　ここで、ユーザにより現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されると、Ｓ１０２の判
定はＹＥＳとなり、次に、現在地画面モードにて地図表示を行うかユーザに問い合わせる
（Ｓ１０４）。具体的には、現在地画面モードへの遷移を許可するか否かを確認する画面
をユーザに提示する。例えば、「現在地画面モードに切り替えますか？」といったメッセ
ージとともに「はい」または「いいえ」の選択を促す画面を地図画面上にオンスクリーン
表示させる。
【００３９】
　次に、現在地画面モードによる地図表示が許可されたか否かを判定する（Ｓ１０６）。
具体的には、ユーザにより「はい」が選択操作されたか否かに基づいて現在地画面モード
への遷移を許可するか否かを判定する。
【００４０】
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　ユーザにより現在地画面モードへの遷移を許可する操作が行われると、Ｓ１０６の判定
はＹＥＳとなり、現在地画面モードへ遷移する（Ｓ１０８）。すなわち、スクロールモー
ドから現在地画面モードへの切り替え指示を行う。
【００４１】
　この切り替え指示に応じて地図表示処理により現在地画面モードへの切り替えが実施さ
れ、図２に示したように、現在地カーソルが表示画面の中央よりも少し下の位置に表示さ
れるような地図が表示されるようになる。
【００４２】
　また、ユーザにより現在地画面モードへの遷移を不許可とする操作が行われると、Ｓ１
０６の判定はＮＯとなり、スクロールモードを維持し（Ｓ１１０）、本処理を終了する。
【００４３】
　なお、地図表示処理によりスクロールモードによる地図表示が継続され、図３に示した
ように、特定地点が画面中央よりも少し下の位置に表示されるような地図表示が継続され
る。
【００４４】
　上記した構成によれば、スクロールモードにて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作
されたことが判定された場合、現在地画面モードに遷移する。すなわち、従来の操作に加
えて、現在地カーソルの表示位置をタッチ操作することにより、スクロールモードから現
在地画面モードへの切り替えが可能となり、現在地画面モードへの切り替え操作の操作性
の向上を図ることができる。
【００４５】
　また、スクロールモードにて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたことが判定
された場合、現在地画面モードへの遷移を許可するか否かをユーザに提示し、この提示に
応じて現在地画面モードへの遷移が許可されたことを判定した場合に現在地画面モードに
遷移させるので、ユーザの意に反して現在地画面モードに遷移することを防止することが
できる。
【００４６】
　なお、本実施形態では、現在地画面モードでは現在地カーソルが画面中央よりも少し下
の位置に表示されるように地図が表示され、スクロールモードではタッチ操作された特定
地点が画面中央よりも少し下の位置に表示される例を示したが、このような例に限定され
るものではなく、例えば、現在地画面モードでは現在地カーソルが画面中央に表示される
ように地図が表示され、スクロールモードではタッチ操作された特定地点が画面中央に表
示されるように地図が表示されるように構成してもよい。
【００４７】
　また、本実施形態では、スクロールモードにて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作
されたことが判定された場合、現在地画面モードへの遷移を許可するか否かをユーザに提
示し、この提示に応じて現在地画面モードへの遷移が許可されたか否かを判定し、現在地
画面モードへの遷移が許可されたと判定された場合に、現在地画面モードに遷移させる例
を示したが、スクロールモードにて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたことが
判定された場合、現在地画面モードへの遷移を許可するか否かをユーザに提示することな
く、現在地画面モードに遷移させるようにしてもよい。
【００４８】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態に係る地図表示装置の構成は、図１に示した第１実施形態と同一
となっている。本実施形態に係る制御部１６の処理を図５に示す。上記第１実施形態では
、図４のＳ１０２にて現在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたか否かを判定し、現
在地カーソルの表示位置がタッチ操作されたと判定された場合、Ｓ１０６にてスクロール
モードから現在地画面モードへ遷移する例を示したが、本実施形態では、Ｓ１０２の判定
に代えて、図５のＳ２０２に示すように、現在地カーソルが表示画面の中心となるような
操作が実施されたか否かを判定する点が異なる。



(7) JP 5003309 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

【００４９】
　すなわち、Ｓ２０２では、図３に示すリモコン１２ａに設けられた上下左右スイッチＤ
への操作により、現在地カーソルを表示画面の中央の一定範囲内に表示させる操作が実施
されたか否かを判定する。例えば、表示画面中央の表示画面を１／８に縮小した領域内に
現在地カーソルが含まれるか否かを判定する。
【００５０】
　現在地カーソルを表示画面の中央の一定範囲内に表示させる操作が実施された場合、Ｓ
２０２の判定はＹＥＳとなり、Ｓ１０４にて現在地画面モードへの遷移を許可するか否か
をユーザに提示し、Ｓ１０６にて現在地画面モードによる地図表示が許可されたことを判
定した場合、Ｓ１０８にて現在地画面モードへの遷移が実施される。
【００５１】
　本実施形態では、このような現在地カーソルを表示画面の中央の一定範囲内に表示させ
る操作でも、現在地画面モードへの遷移が可能となるように構成されている。
【００５２】
　上記した構成によれば、スクロールモードにて現在地カーソルの表示画面中の表示位置
が予め定められた範囲内となるように操作されたと判定された場合、現在地画面モードに
遷移する。すなわち、従来の操作に加えて、現在地カーソルの表示画面中の表示位置が予
め定められた範囲内となるように操作することにより、スクロールモードから現在地画面
モードへの切り替えが可能となり、現在地画面モードへの切り替え操作の操作性の向上を
図ることができる。
【００５３】
　また、スクロールモードにて現在地カーソルの表示画面中の表示位置が予め定められた
範囲内となるように操作されたと判定された場合、現在地画面モードへの遷移を許可する
か否かをユーザに提示し、この提示に応じて現在地画面モードへの遷移が許可されたこと
を判定した場合に現在地画面モードに遷移させるので、ユーザの意に反して現在地画面モ
ードに遷移することを防止することができる。
【００５４】
　なお、本実施形態では、スクロールモードにて現在地カーソルが表示画面の中心となる
ように操作されたことを判定した場合に、現在地画面モードに遷移する例を示したが、こ
のような例に限定されるものではなく、例えば、スクロールモードにて現在地カーソルが
表示画面の中心よりも少し下の位置となるように操作されたことを判定した場合に、現在
地画面モードに遷移するように構成してもよい。
【００５５】
　また、本実施形態では、リモコン１２ａに設けられた上下左右スイッチＤへの操作によ
り、現在地カーソルを表示画面の中央の一定範囲内に表示させる操作が実施されたか否か
を判定する例を示したが、リモコンに設けられた上下左右スイッチに限定されることなく
、例えば、表示画面の周囲等に設けられた上下左右スイッチへの操作により、現在地カー
ソルを表示画面の中央の一定範囲内に表示させる操作が実施されたか否かを判定するよう
にしてもよい。
【００５６】
　また、本実施形態では、スクロールモードにて現在地カーソルの表示画面中の表示位置
が予め定められた範囲内となるように操作されたと判定された場合、現在地画面モードへ
の遷移を許可するか否かをユーザに提示し、この提示に応じて現在地画面モードへの遷移
が許可されたか否かを判定し、現在地画面モードへの遷移が許可されたと判定された場合
に、現在地画面モードに遷移させる例を示したが、スクロールモードにて現在地カーソル
の表示画面中の表示位置が予め定められた範囲内となるように操作されたと判定された場
合、現在地画面モードへの遷移を許可するか否かをユーザに提示することなく、現在地画
面モードに遷移させるようにしてもよい。
【００５７】
　（その他の実施形態）
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　上記実施形態では、地図表示装置をナビゲーション装置として構成した例を示したが、
ナビゲーション装置以外の装置として構成してもよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、表示画面に１つの地図画面を２Ｄ表示する例を示したが、例
えば、表示画面に複数の地図画面を表示させる場合や、地図画面を３Ｄ表示する場合に適
用することもできる。
【００５９】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１０２がタッチ操作判定手段に相当し、Ｓ１０４、Ｓ１０６、Ｓ１０８がモード
遷移手段に相当し、Ｓ１０４が提示手段に相当し、Ｓ１０６が遷移許可判定手段に相当し
、Ｓ２０２が現在地カーソル表示位置判定手段に相当する。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る地図表示装置の構成を示す図である。
【図２】現在地画面モードによる地図の表示例である。
【図３】スクロールモードによる地図の表示例である。
【図４】第１実施形態に係る制御部によるモード切替についての処理のフローチャートで
ある。
【図５】第２実施形態に係る制御部によるモード切替についての処理のフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００６１】
　１…ナビゲーション装置、１０…位置検出部、１１…表示部、
　１２…スイッチ情報入力部、１３…地図データ格納部、１４…音声出力部、
　１５…メモリ部、１６…制御部。 
【図１】

【図２】

【図３】
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